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「肝機能障害の評価に関する検討会」開催の経緯  

平成20年1月15日 肝炎訴訟原告団・弁護団と囲との基本合意：別紙1  

一基本合意書抜粋一  

（2）恒久対策  

回（厚生労働省）は、原告らC型肝炎ウイルスの感染被害者が安心し  

て暮らせるよう、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推  
進等必要な措置を講ずるよう努める。  

（4）継続協議  

恒久対策及び薬害再発防止対策について、国（厚生労働省）は、原告・  

弁護団と継続的に協議する場を設定する。  

平成20年3月17日 薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議（第1回）  

一関係部分要旨一   

肝炎患者とりわけ肝硬変、肝がん患者に対する医療支援及び生活支援に   

関連する制度（特に身体障害者認定、障害年金、高額療養費における特定   

疾患）並びにインターフェロン治療費の助成制度について、運用の実態等   

を踏まえて検討に取り組む。  

平成20年6月25日付 薬害肝炎全国原告団・弁護団から薬害肝炎全面解決のため  

の要求書：別紙2  

第4 所得保障・生活保障に関する要求  

1 非代償性肝硬変及び肝癌患者を2級以上の身体障害者手帳の対象とされ   

たい。   

※ 同要求書に閲し、厚生労働大臣からの回答を求める事項が提示され   

た。：別紙3  
一抜粋－  

3 同要求書第4「所得保障・生活保障に関する要求」1項に関して   

IFN療法を受けながらなお治癒しない慢性肝炎患者、肝硬変患者及び   

肝癌患者が厳しい生活環境の中で治療に苦闘している実態に鑑み、これら   

患者が安心して暮らせるよう、身体障害者支援制度の中に肝炎対策を位置   

づけ、身体障害者手帳の交付を受けられるようにされたい。  

平成20年8月1日、9月9日 薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議（第2回）  

一関係部分要旨一  

厚生労働大臣から、ウイルス性肝炎を起因とする肝機能障害の中でどう   

いうものを身体障害として位置づけることができるかどうかについて、専   

門家からなるチームを11月前を目途に設置して検討作業を開始する旨、   

及びその検討に当たり当事者のヒアリングも行う考えである旨を回答。   



別紙1  

◎基本合意書（平成20年1月15日）（抄）  

4 恒久対策等   

（1）製剤の投与を受けた者の確認の促進等  

国（厚生労働省）は，医療機関による本件各血液製剤の投与を受けた者の確  

認の促進，被投与者への検査の呼びかけに努めるとともに，新法に基づく給付  

金の請求手続，請求期限等新法の内容について国民に周知を図ることを約する。   

（2）恒久対策  

国（厚生労働者）は，原告らC‡型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮ら  

せるよう，肝炎医療の提供体制の整備，肝炎医療に係る  研究の推進等必要な措  

置を講ずるよう努める。  

（3）再発防止の誓約，その他の対策  

国（厚生労働省）は，本件事件の検証を第三者機関において行うとともに，  

命の尊さを再認識し，薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善，最  

大の努力を行うことを改めて確約する。   

（4）継続協議   

恒久対策及び薬害再発防止対策叫   

団と継続的に協議する場を設定する。   



別紙2  

厚生労働大臣 舛添要一 殿  

2008年（平成20年）6月25日  
薬害肝炎全国原告団  
薬害肝炎全国弁護団  

薬害肝炎全面解決のための要求書   

当原告団・弁護団と国との間の本年1月15日付基本合意書に基づき、薬害肝  

炎全面解決のために、以下のとおり要求します。  

厚生労働大臣におかれましては、7月宋頃までに、別紙各要求書に対して回答  

し、原告団・弁護団と大臣との協嵩を開催されたい。  

1∴薬害肝炎：恒久対策に関する要求書・（別添）  

2、薬害肝炎：検証及び再発防止に関する要求書（別添）  

3・薬害肝炎‥個別被害救済に関する要求書（別添）   



薬害肝炎：恒久対策に関する要求書   

2008年6月25日  

薬害肝炎全国原告団  

薬事肝炎全国弁護団   

国（厚生労働大臣）は、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるよう、肝炎医  

療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進等必要な措置を蕎ずるよう努めなけれ  

ばならない（特定フィプリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ国子製剤によるC型肝炎感染  

被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置抵附則4条、基本合意書第4項  

（2））。   

そこで、平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、基  

本合意書第4項匝）に基づき、国（厚生労働大臣）に対し、C型肝炎ウイルスの感染被害者  

が安心して暮らせるための以下の措置を萬ずるよう或める。  

第1韓案要求  

現在、ウイルス肝炎対策のために、特定肝炎対策緊急措置汝案（第168回国会参   

捷4号、以下、r野党案」という）及び肝炎対策基本絵素（第168回国会衆法8号、以下、  

「与党案」という）が国会に上程されたが、いずれも成立に至らなかった。  

そこで、肝炎対策に係る施策の基本理念を明らかにし、その好策を総合的に推進   

するとともに、ウイルス肝炎患者に対して医療費を助成するため、その根拠となる絵素を   

政府の責任において作成して次期国会に提出し、その成立に努力されたい。  

第2 肝炎対策推進協議会（仮称）設置の要求  

1ウイルス肝炎につき、医療費助成、患者に対する生活支援・生括保障、治療方汝の  

研究開発、検査体制、診療体制等のあり方を協議・検討し、給合的対策を実現する   

ため、厚生労働省内に肝炎対策推進協鼓会（仮称、野党案提出の際の検討事項及  

び与党秦要碗第4参照）を設置されたい。   

2 同協議会については、ウイルス肝炎を専門とする医師、地域医療を担う医師、地方  

自治体担当者の他、ウイルス肝炎患者とその家族等を構成委員とされたい。兵俸的   



には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から最低でも各2名（全構成員の2割以   

上．の人数）を委員に加えられたい。  

3 同協議会において、ウイルス肝炎の診断・治療及び召常の管理につき、ガイドライ   

ンを策定し、最低でも年1回の頻度で改訂されたい。  

第3 医療費助成に関する要求   

平成20年度から肝炎治療特別促進事業によってインターフェロン治療に関して医床   

費の助成がなされているところであるが、対象医療、助成期間及び助成額について、早   

急な見直しを求める。  

1インターフェロン治療の助成対象医療・助成期間に関する要求   

最新の医学的知見に基づく治療を安心して十分に受けられるように、対象医療・助成   

期間を見直されたい。具体的には、次のとおりである。   

（1）血清ALT正常C型肝炎例への投与を助成対象とされたい。   

（2）肝硬変患者に対する優性肝炎患者間様の治療を助成対象とされたい。   

（3）根治目的での1年以上の投与について全期間を助成の対象とされたい。   

．（4）副作用によって、中断又は中止に追い込まれる患者が少なくないことに鑑み、助  

成期間の制限を撤廃されたい。   

（5）進展防止（発癌抑制）目的の長期少量投与について全期間を助成の対象とされ  

たい。   

2 インターフェロン治療以外の医療に関する要求   

ウイルス肝炎及びこれに関連する疾患く肝硬琴・肝癌とこれらの合併症を含む）に対   

する医療（肝庇護療汝・漬血療法を含む）について、インターフェロン治療以外の医療  

（検査費用を含む）についても、全国的な医療費助成制度を創設されたい。   

3 助成額に関する要求  

インターフェロン治療及びインターフェロン治療以外の医療費助成につき、月額の自   

己負担限度額を、原則1万円（低所得者は0円、上位所得者は2万円）とされたい。   

4 助成制度における不服申立に関する要求  

医療費助成制度につき、医療費不支給決定にかかる不服に閲し、迅速・公正な再審   

査を行政機関が行う制度を創設されたい。   



第4 所得保障・生活保障に関する要求  

1非代償性肝硬変及び肝癌  患者を2級以上の障害者手帳の対象とされたい。  

2 障害年金受給にかかる認定基準を見直し、肝疾患への適用を拡大されたい。  

3 関連省庁と連携して、肝炎患者に対する治療休暇制度の婁備・促進を図られたい。   

加えて、休暇期間中の給与保障に関する制度の整備を図られたい。  

第5 研究推進の要求  

今後も、肝疾患の新たな治療方乾の研究開発などを推進されたい。  

第6 検査の要求・  

1全国各地の患者が自己の肝炎感染に気づき，その早期治療につなげるため，全国  

すべての医療機関において無料にて肝炎ウイルス検査を実現すべきところ、まずは  

以下の点を実施されたい。   

（1）「緊急肝炎ウイルス検査事業」の∵環として決定された都道府県・政令市・特別区  

おける特定感染症検査等事業の保健所及び委託医療機関による肝炎ウイルス検  

査の無料化を「即時完全Jに実施されたい。   

（2）委託医療磯昌引こおける肝炎ウイルス検査の無料化は，平成21年3月までの時限  

措置とされているが，同事業の実施状況や広報が不十分であるという現状を踏ま  

えて．同期限を撤廃されたい。   

（3）多くの国民が検査を受けられるように，また，地域格差をなくすた捌こも，都道府  

県・政令市・特別区の各地域の実情をふまえて上で，委託医療機関の故大をはか  

られたい。  

伍）委託医療機関の拡大のた捌こ，委託医療機関が無料検査を行った際に軋通  

常の検査・診断と同等の費用が国及び各自治体から支払われるよう予算措置を執  

られたい。  

’2 検査受診は気づきにくい肝炎感染に気づくための第一歩であり，早期治療につな  

がるものであるから，多くの国民が検査を受けられるよう，検査受診の奨放，広報活  

動の充実を図られたい。  

3   



3 多くの国民がより容易かつ確実に肝炎ウイルス検査を受けられるよう、国の責任に   

おいて具体的な施策を講じられたい。   

たとえば、現在行われている各種健康診査における血液検査で肝炎ウイルス検査   
を必須の検査項目とするなどが考えられる。   

なお、施策を講じるに際しては、感染が判明することにより患者への不利益が生じ   

ないよう、十分な配慮をされたい。  

第7 診療体制に関する要求  

肝疾患資料体制の確立のために、以下の点につき、地方公共団体と協働して実現さ  

、れたい。実現にあたっては、最善かつ適切な医療を国民に提供する体制確保の責務が   

国及び地方公共団体にあること、全国的な肝疾患診療の向上及び均てん化には国の積   

極的な関与が不可欠であることに十分に留意し、必要であれば適宜予算捨置をとられた  

い。・  

1肝炎に関する中核医療梯関（仮称）について   

（1）第2項記載の肝炎対策推進協議会において、肝炎に関する中核医療機関く仮称、  

以下、r中核医療機関Jという）が扱うべき役割、そのために必要な体制のあり方に  

つき、協議・検討されたい。   

（2）中核医療機関の役割を「全国のウイルス肝炎診療に関する情報を集約・検討・分  

析し、その結果に基づく診療を実践し、肝疾患診療の向上、均てん化のために、  

各地の専門医療機関に適宜情報提供すること」と位直づけられたい。   

（3）（2）の役割を担うため、中核医療機関には必要な数の社団猿人日本肝臓学会認  

定肝臓専門医（以下、「肝臓専門医」という）を配置し、必要な診療俸制を整えられた  

い。   

（4）平成20年度中に中核医療機関の活動を開始されたい。   

2 肝疾患診療連携拠点病院について   

（1）早急に、各都道府県に1カ所以上、肝疾患診療連携拠点病院（以下、「拠点病  

院」という）が指定されるよう努められたい。各都道府県の肝炎対策協議会による選  

定が進まないのであれば、その事情を調査し、対策を講じられたい。指定にあたっ  

ては、当該都道府県の人口や交通事情を配慮し、「原則1カ所」とはせずに複数指   



定を考慮されたい。  

（2）拠点病院を各都道府県に跡ナる肝疾患診療の中心と位置づけ、診療に困難を   

伴う患者については専門医療機関からの沼介を受ける等して、ウイルス肝炎患者・   

に最善・最適の治療が提供される体軸を整えられたい。そのためには、拠点病院   

ごとに4名以上の肝臓専門医を配置するとともに、ウイルス肝炎のすべての合併症  

に対応できるよう各診療科を整備されたい。  

（3）拠点病院は、専門医療機関との協議の場（肝疾患診療連携拠点病院等連絡協   

議会）を設定することになっているところ、当該協議にウイルス肝炎患者が参加でき  

るよう配慮されたい。  

（4）拠点病院は肝疾患相談支援センターを設け、患者、キャリア、家族からの相談等  

に対応するとされているところ、早急に相談支援体制を確立されたい。相談者の多   

様なチーズに応えるため、同センターの相談員には」肝臓専門医、看護師、カウン   

セラー、ソーシャルワーカー等の専門家を配置されたい。  

3 専門医療機関について   

く1）早急に、2次医療圏に1カ所以上、専門医療機関を指定されるよう努められたい。   

各都道府県の肝炎対策協議会による選定が進まないのであれば、その事情を調  

査し、対策を簸じられたい。  

（2）専門医療機関においては「専門的な知識を持つ医師による診断と治療方針の決   

定」「インターフェロンなどの抗ウイルス療汝の適切な衰施Jr肝がんの高危険群の  

同定と早期診断」を行うことが予定されているが、それにとどまらず、肝硬変・肝が   

ん（それらの合併症を含む）に対する治療も適切に対応しうるような体制をすべ七  

の専門医療機関において整えられたい。そのた捌こは、専門医療機関ごとに2名  

以上の肝臓専門医を配置されたい。  

（3）専門医療機関の診療の均てん化のため、各専門医療機関における治療実揖を  

年に一度公開されたい。  

4 かかりつけ医について  

（1）かかりつけ医の診療能力の維持・向上のため、かかりつけ医に対し、ウイルス肝  

炎の診療にかかる研修会（拠点病院主催のもの）の受講（年2回以上）を義務付け、  

義務を履行したかかりつけ医には受講証明証を発行し、それを院内に掲示するよ  

＼ノ．   



う指導されたい。  

（2）第2項の肝炎対策推進協議会において、かかりつけ医向け診療ガイドラインを策  

定した上で、全国のかかりつけ医に対し、同ガイドラインの周知徹底を図られたい。   

向ガイドラインにおいては、専門医療機関に患者を繹介すべき基準を明示された  

←1。  

（3）かかりつけ医が専門医療機関の肝臓専門医と随時情報を交換（特に画像等電子  

データのやりとり）できる体制を整えられたい。  

5 都道府県肝炎対策協議会について  

（1）都道府県肝炎対顔協義金の委員にウイルス肝炎患者を加えられたい。  

（2）都道府県肝炎対備協議会の設置状況及び審議状況を把握し、各協萬会内の議  

論状況を公開されたい。  

6 全国肝炎対策懇談会について   

早急に全国肝炎対策懇談会を組織・開催し、都道府県肝炎対策協議会との間の  

情報交換を開始されたい。その委員には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から各  

2名を加えられたい。   

なお、全国肝炎対策懇談会は、第2項の肝炎対策推進協襲会と連携をとり、全国肝  

炎対策懇談会での議論状況がウイルス肝炎の稔合対策に反映するよう、配慮されたい。  

第8 差別・偏見に関する要求  

1広報・教育活動を通じて、ウイルス肝炎患者に対する差別偏見の解消を徹底された  

い。   

2 拠点病院の相談支援業務の一環として、患者からの差別偏見に関する相談を受付  

け、行政機関が相手方に対して勧告・是正等の改善措置を行う仕組みを検討された  

い。  

以上   



別紙3  

虐生労働大臣からめ  

回答を求める事墳－   



12008年6月25日付「筆墨塵登封牛＝恒グ牒遷墓園する要求書十第1」遺墨  

要求」に閤瑚  

（1）以下の①～⑥の理由から「ウイルス肝炎は、正に国が積極的に対策を講じなけ   

ればならない疾患であり、他の疾患と同列には論じられない」と考えるが、この   

点につき、厚生労働大臣としての見解を明らかにされたい。   

【理由】   

① ウイルス肝炎の多くは医原病（輸血、静脈注射による感染）であること。   

② ウイルス肝炎患者の一部は行政の過ちによる被害者であること。   

③ 総感染者が350万人にも及ぶこと（第二の国民病）。   

④ インターフェロン療法（以下、「lFN療法」という）によって半数以上が治  

癒し、将来の肝癌を効果的に予防できること。   

⑤ しかしながら、t FN療法には強い副作用が伴い、かつ長期間の通院を強い  

られ、そのⅠ‘FN治療によってもなお治らない患者がいること。   

⑥lFN治療によって「治療」と判定されても、なお肝癌を発症する危険性が  

あり、完治ということがありえないこと。  

（2）以下の①～④の理由から「ウイルス肝炎対策は、地方公共団体のみならず、国   

の責務でもある。掛こ全国的に均一な診療レベルを維持するためには、国の積極   

的な関与が必要である」と考えるが、この点につき、厚生労働大臣としての見解  

を明らかにされたい。  

そのうえで、全国の肝疾患診療の向上、均てん化のため、各地方自治体におけ   

る肝疾患診療体制整備の度合い、提供されている医療レベル等の実態を継続して   

調査し、現状の診療体制に不十分な点があれば、これを国の積極的な関与によっ   

て改善されたいb  

【理由】   

① 医療法1条の3一国及び地方公共団休の責務  

「国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ  

適切な医療を効果的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない」   

② がん対策基本法3条二国の責務  

「国は、前条の基本理念にのつとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施す  

る責務を有する」  

1   



同法12条－がんの予防の推進  

r国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境   

が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進の  

ために必要な施策を講ずるものとする」   

③ 地方公共団体の自主性にもっぱら任せれば、地方間格差が生じる。地方間格   

差を放置すれば、国民間で不公平が生じる。  

◎ 仮に、当該住居地の診療レベルが期待される医療水準に満たなlナれば、患者  

として良質かつ適切な医療を受けられなくなる。  

（3）同要求書第1「法案要求」に関して   

r肝炎対策に係る施策の基本理念を明らかにし、その対策を総合的に推進すると   

ともに、ウイルス肝炎患者に対する医療費助成を継続的な制度とするためには、   

これらの点を明記した肝炎対策基本法が必要である」と考えるが、このような意   

味での肝炎対策基本法の必要性につき、厚生労働大臣としての見解を明らかにさ   

れたい。  

潤し「インターフェロン治療の助成率象蓼廉・助成郵郡こ関す冬雲  

茎1脚て   
患者の要望及び医療現場の嚢講をふまえ、現行のIFN治療費助成の対象外とな   

っている治療方法（医療現場で行われてい．るインターフェロン72週投与及び長期   

少量投与）について、早急にその有効性データ等を収集する方策を講じ、助成の可   

否を見直し■検討されたい。  

4「所得保障  生活保障に関する要求」1頓に関して  

IFN療法を受けながらなお治癒しない慢性肝炎患者、肝硬変患者及び肝癌患者  

が厳しい生活環境の中で治療に苦闘している実態に鑑み、これら患者が安心して暮  

らせるよう、身体障害者支援制度の中に肝炎対策を位置づけ、身休障害者手帳の壷  

付を受けられるようにされたい。  

午叫第‖こ関し   

王  
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特定製剤投与の事実が確認され、告知が可能であるのに、いまなお投薬事実等を  

告知していない元患者について、すみやかに告知をおこない、もって末告知者の解  

消を回られたい。   

具体的には、投薬の事実を確認できているすべての施設について訪問・面接調査  

をおこない、①投薬の事実、救済制度の告知をおこなうこと、②感染の有無、現在  

の症状の確認をおこなうこと、③上記各告知ができていない事例について、その理  

由の確認をおこない、告知可能な事例につい七は早急に告知すること。   

【理由】   

現在、特定ライブリノゲン製剤について、10，009人への投薬の事実が確認  

されている。しかるに、うち5．931人（59％）もの元患者への告知がなされ  

ていない。また、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤について、1，241人への投薬の事  

実が確認されている。しかるに、うち74％もの元患者べの告知がなされていない。  

なるほど、この未告知の方々のなかには、投与直後に原疾患により死亡した事例も  

ないではない。しかし、厚生労働省が現在おこなっているのは、文書による協力依  

頼にとどまっており、多くは告知が不可能かどうかさえはっきりしないのである。  

厚生労働省は、葉書肝炎の418症例、あるいは、3，859症例の放置への反省  

を通じ、感染被害者に対し、できうる限り事実を告知すべきとの認識を繰り返し表  

明しているはずである。したがって、上記未告知者の解消が早急に図られるべきで  

ある。  

以上  
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